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網走市の取組



特別養護老人ホーム
おくしり荘

・タブレット
・ノートPC

奥尻町国保病院

・タブレット
・ノートPC

訪問診療宅等

・タブレット（貸出）

青苗診療所

・ノートPC

島外協力病院
（市立函館病院）

・ノートPC（既存）
・タブレット（貸出）

医師派遣元病院

・パソコン（既存）

救急車

・タブレット（貸出） 36

・タブレット等を活用し、
入所者の様子を観察、
必要な指示。

・訪問診療や在宅酸素使用患
者宅にタブレットを貸与。

・保健師、ケアマネ等が訪問
した際に患者の状態を医師
に送付し、必要な指示を受
ける。

・札幌や函館から
の派遣医師が国
保病院所有の検
査データ等を基
に遠隔で診療方
針等を協議。

・国保病院から島外の医療機関
へ搬送する場合、夜間等は道
の防災ヘリを要請。

・その際、CT等の画像を地域
医療連携NW（道南メディ
カ）で送信。

・医師同士の協議が円滑に。
患者の様子を見ることも可能。

・救急車にリアルタイム
で医師から指示。

・救急車の位置情報がわ
かるため、病院での円
滑な受け入れが可能。

・島外の医療機関
や遠隔画像診断
委託先と接続。

・主治医や専門医
の診断を仰ぐ。

奥尻町国民健康保険病院の取組
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令和６年度医療施設経営安定化推進事業

地域医療連携推進法人が行う取組に関する調査研究

■ 概要
地域医療連携推進法人は、地域の医療機関相互間の機能分担及び業務の連携の推進を目的とし、

介護施設との連携も図りながら地域医療構想の達成及び地域包括ケアシステムの構築に資する役割
を果たすものであり、その取組内容は、地域医療連携推進法人制度を活用する医療機関等に限らず、
各地域における医療機関相互間の機能分担や業務の連携の推進等を図る上で参考になるものと考え
ている。
本事業では、地域医療連携推進法人が行う具体的な取組とその効果について分析し、好事例集と

してとりまとめ、その横展開を図ることで、医療機関間及び介護施設間の連携や地域医療構想の達
成並びに地域包括ケアシステムの構築に寄与することを目的として、調査研究を実施した。

➤地域医療連携推進法人が行う取組に関する調査研究 報告書
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56652.html

参考：地域医療連携推進法人が行う取組に関する調査研究報告書（厚労省HP）


